


議案第８０号 大台町水道事業給水条例の一部を改正する条例に 

対する修正案 

 

議案第８０号 大台町水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を次のよう

に修正する。 

 

 改正規定中、別表第１（第 23 条、第 26 条関係） 

「 

                                     」 

を 

「 

  備考 使用水量が、０ｍ３の場合の料金は、1,320円とする。 

                                     」 

に改める。 

基本料金 
超過料金１ｍ３当たり 

基本水量 金額 

10ｍ３ 1,650円 242円 

基本料金 
超過料金１ｍ３当たり 

基本水量 金額 

10ｍ３ 1,650円 242円 



( 1/1 ) 

大台町水道事業給水条例の一部を改正する条例に対する修正案新旧対照表 

 

修正後 修正前（議案第80号の改正後） 

別表第１（第23条、第26条関係） 別表第１（第23条、第26条関係） 

基本料金 
超過料金１ｍ３当たり 

基本水量 金額 

10ｍ３ 1,650円 242円 
 

基本料金 
超過料金１ｍ３当たり 

基本水量 金額 

10ｍ３ 1,650円 242円 
 

備考 使用水量が、０ｍ３の場合の料金は、1,320円とする。  
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